
手続きの流れ

建設・補修の場合 購入の場合

工事の着工 融資の決定

工事の完了 登記

登記

住宅ローンの締結

受付（申請総括） 受理

※交付承認通知（写）

交付申請（実績報告） 受理

受理 交付決定

利子補給金支払い請求④ 受理

利子補給金支払い

交付承認通知

住宅ローン償還開始

利子補給金受け取り※

利子補給金の承認申請（利子補給金の申込み）

　変更承認申請等についても同様 変更承認申請等についても同様 

申請者 金融機関 県

融資の申し込み

住宅ローンの締結（金銭消費賃借契約の締結）

（申請者の代理人）

代理人委任

（年１回）

※第1回償還日から５年間

…申請者の代理として金融機関が手続きするもの

（※取扱いのない金融機関で融資を受けた場合は、

申請者が自ら手続き行う）

送付

（年１回）


